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１ 開   会 

２ あ い さ つ 

３ 委 員 紹 介 

４ 議   事 

（１）平成 23 年度ツキノワグマ保護管理施策の取組み状況について 

（２）平成 24 年度ツキノワグマ保護管理施策の取組みについて 

（３）各委員からの報告 

（４）平成 24 年度ツキノワグマ捕獲上限数について 

（５）第 3 次ツキノワグマ保護管理計画の素案について 

５ 閉   会 
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ツキノワグマ保護管理検討委員会設置要綱 

（趣旨） 

第１ 本県に生息するツキノワグマ地域個体群の保護管理全般について検討し、もって人とツキノワ

グマとの共存に資するため、「ツキノワグマ保護管理検討委員会」（以下「委員会」という。）を設

置する。 

（検討事項） 

第２ 委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

 ① 特定鳥獣保護管理計画の作成及び変更に関すること 

 ② 個体数管理に関すること 

 ③ 生息環境の整備に関すること 

 ④ 被害防除対策に関すること 

 ⑤ モニタリング調査に関すること。 

 ⑥ その他ツキノワグマの保護管理に関すること。 

（組織） 

第３ 委員会は、委員をもって構成する。 

２ 委員は、学識経験者、関係団体及び行政機関等で委員会の運営に必要と認められる者のうちから、

環境生活部長が委嘱する。 

３ 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により決定する。 

４ 委員長は会務を総括し、会議の議長となる。 

５ 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちから予め委員長が指名する委員が、

その職務を代行する。 

６ 委員会の検討事項を専門的に審議するため、必要に応じて委員会に委員若干名をもって構成する

専門部会を置くことができる。 

（任期） 

第４ 委員の任期は委嘱の日から平成 25 年３月 31 日までとする。ただし、欠員が生じた場合におけ

る補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第５ 委員会は、必要に応じて環境生活部長が招集する。 

２ 環境生活部長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 

（庶務） 

第６ 委員会の庶務は、環境生活部自然保護課において処理する。 

（その他） 

第７ この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、環境生活部長が別に定める。 

  附 則 

 この要綱は、平成 15 年 12 月 24 日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成 18 年３月 16 日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成 19 年４月６日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成 20 年４月 25 日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成 24 年 4 月 1日から施行する。 
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Ⅰ 平成 23 年度ツキノワグマ保護管理施策の取組み状況 

 

 

１ 保護管理計画の推進  

（１）平成 23 年度ツキノワグマ保護管理検討委員会 

 開催時期：平成 23 年７月 26 日 

 開催場所：エスポワールいわて 3 階特別会議室  

 協議内容：平成 22 年度の取り組み状況、平成 23 年度の取り組み計画及び捕獲上限数等 

 

委員会での意見、課題等 対応 

開催時期について 

年度の状況を反映できるよう、次期計画の策定に合わせ

て、平成２５年度から開催時期を１０月に変更 

 

夜間発砲・緊急発砲につい

て 

警察庁および環境省から警察官職務執行法に基づく住宅

地等への出没対応について通達が出された 

※資料 13(p34)参照 

狩猟自粛について 

北奥羽地域個体群の生息頭数が大幅な過小評価となって

いる可能性が強く示唆されたことを受け、狩猟自粛要請を

9 月末時点での捕獲状況を見ながら、改めて委員の意見を

求めて判断することしていた。 

委員に対して意見照会した結果、狩猟自粛要請は実施しな

いこととした。 

 

（２）地区ツキノワグマ保護管理協議会の開催 資料１（p1） 

開催時期：平成 23 年 6 月～平成 24 年 3 月 

開催地区：10 地区（広域振興局等の区域毎） 

※東北地方太平洋沖地震の影響により 1 地区で開催不可。 

協議内容：地域実状を踏まえた具体的な取り組み、課題等について。 

 

２ 個体数管理 

(１)捕獲数管理 資料２（p2） 

 １）平成 23 年度捕獲上限数および捕獲状況 

（単位：頭） 

区 分 捕獲上限 
有害捕獲 狩猟 計 

捕獲 うち放獣 捕獲 捕獲 うち放獣 

北上高地 126 41 0 51 92 0

北奥羽 33 62 11 15 77 11

計 159 103 11 66 169 11

＊これ以外に、交通事故等２頭 
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２）狩猟自粛要請 

 要請地区：なし 

※北奥羽地域個体群の生息頭数が大幅な過小評価となっている可能性が強く示唆され

たことを受け、狩猟自粛要請を 9 月末時点での捕獲状況を見ながら、改めて委員の

意見を求めて判断することとしていた。 

委員に対して意見照会した結果、狩猟自粛要請は実施しないこととした。  

 

(２)緊急時における捕獲許可事務の特例処理 資料３（p14） 

 １）根拠  

「岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例」により、

人身被害に関わる緊急時における捕獲許可については、市町村において事務処理がで

きることとされているもの。 

２）権限移譲状況 

全市町村（平成 21 年度より） 

３）平成 23 年度実績 

許可実績：１件 

捕獲実績：０頭 

 

＜市町村における捕獲許可実績＞ 

市町村名 捕獲許可日 捕獲実績 

住田町 平成 19 年８月 17 日 １頭 

川井村 平成 19 年８月 17 日 ０頭 

紫波町 平成 19 年８月 24 日 ０頭 

一関市 平成 21 年 5 月 16 日 ０頭 

岩泉町 平成 21 年 7 月 24 日 １頭 

奥州市 平成 22 年６月 12 日 ０頭 

西和賀町 平成 22 年９月４日 １頭 

金ケ崎町 平成 23 年 7 月２日 ０頭 

 

３ 生息環境整備  

（１）天然性林の保全・管理 

コナラ等のツキノワグマの餌となる広葉樹について、造林や育成天然林整備の取組みを

実施。 

                     単位：ha（前年対比） 

区分 Ｈ21 年度 Ｈ22 年度 Ｈ23 年度

造林 66（75.9％） 64（97.0％） 未集計

育成天然林整備 655（98.1％） 571（87.2％） 未集計

 

(２)民有林緑の回廊の設定  

 北東北３県で合意された「緑のグランドデザイン」構想に基づき、野生生物のハビタッ

トの連続性を確保するため、奥羽山脈緑の回廊に連続する「民有林緑の回廊」を平成 17

年度までに設定したことから、翌年度の平成 18 年度から植生の変化を定期的（５年ごと）
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に調査を実施。（平成 23 年度に調査を実施。結果については取りまとめ中） 

 

(３)いわての森林づくり県民税の活用  

 ツキノワグマの生息地の森林整備を目的とするものではないが、平成 18 年度から「いわ

ての森林づくり県民税」を活用し、森林環境の保全のため、全県で次の取組みを実施。  

 

いわて環境の森整備事業 

公益上に重要な森林で、森林所有者自らの管理が期待できない人工林を対象とし、針

葉樹と広葉樹が入り混じった森林に誘導する混交林誘導伐（概ね５割の強度間伐）を実

施。（1,315ha）  

 

（４）市町村有林へのクマ放獣について 資料６（p24） 

  市町村有林へのクマ放獣について聞き取りを行ったところ、5 市町村で放獣の実績があ

った。（うち 2 市町村で成獣の放獣実績あり） 

 

４ 被害防除対策 

(１)被害状況 

１）平成 23 年度人身被害状況 資料４-1（p17） 

県全体 ：16 件 18 人 

北上高地：７件８人 

北奥羽 ：９件 10 人 

 

区 分 
２３年度 ２２年度（参考） 

件数 人数 件数 人数 

北上高地 ７ ８ ８ ８ 

北 奥 羽 ９ １０ ６ ６ 

計 １６ １８ １４ １４ 

 

２）平成２３年度農林業被害 資料５（p23） 

 被害面積  ：約４９．７ha 

 被害額   ：約３．３８６万円 

主な被害作物：飼料作物、果樹、野菜など 

※平成 23 年度の欄は暫定値であり、3 市村分（滝沢村、大船渡市、陸前高田市）は含ま

れていない。 

※林業被害については、いわゆる「クマ剥ぎ」等の被害は報告されていない。 
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区 分 
２３年度（暫定値） ２２年度 

被害面積（ha） 被害金額（万円） 被害面積（ha） 被害金額（万円）

水  稲 ２．２ ２４３ ２．５ ２７６ 

野  菜 １．６ １６５ ２．９ ２６３ 

果  樹 ８．９ ３５５ ２９．９ ８３３ 

飼料作物 ３５．８ ２，５５６ ３９.０ ２，６１７ 

その他＊ １．２ ６７ ０．７ １１０ 

計 ４９．７ ３，３８６ ７５．０ ４，０９９ 

※その他にはコーンサイレージ等含む 

※平成 23 年度の欄は暫定値であり、3 市村分（滝沢村、大船渡市、陸前高田市）は含まれていな

い。 

 

３）その他出没等に係る被害 資料２-7（p12） 

 市街地への出没等による緊急的な対応及び交通事故による交通障害等が散発。 

 

(２)各種対策状況 

１）人身被害防止対策 

①普及啓発  

 実施内容：通知（４回）、新聞（１回・２社） 

リーフレット（6,000 部）、HP 

 実施時期：通年  

※平成２３年度のブナの豊凶調査結果から大量出没にはならないと予想されたことか

ら、平成２４年度「ツキノワグマの出没に関する注意報」は発令していない。 

   

  ア 県実施分 

＜通知＞  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

通知時期 注意喚起依頼先 主な対象 

H23.4.12 各市町村、農林水産部、振興局 主として山菜取り、行楽目的等

の入山者、農業従事者 

H23.6.6 岩手河川国道事務所、県土整備

部、振興局 

河川管理者 

出没ルートとなる河川環境の

整備等について協力依頼 

H23.8.18 

 

各市町村、農林水産部、県土整備

部、県警本部、振興局、東日本高

速道路㈱、ＪＲ東日本㈱、三陸鉄

道㈱、ＩＧＲ岩手銀河鉄道㈱ 

 

県民 

交通機関等への事故防止協力 

緊急時の対応等協力 

 H23.11.18 各市町村、農林水産部、振興局、

県警本部、ビジターセンター 

 

主として入山者、農業従事者 
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＜各種媒体（テレビ、ラジオ、リーフレット等）＞ 

時期 媒体 社名及び内容等 

H23.6.18 新聞 岩手日報、岩手日日「岩手県からのお知らせ」 

通年 リーフレット

「クマに遭わないための 8 か条」 6,000 部 

配布先：各市町村、振興局、県警本部、東日本高

速道路㈱、JR 東日本㈱、三陸鉄道㈱、IGR 岩手銀

河鉄道㈱、ビジターセンター、アウトドア用品店、

ホームセンター、ローソン 

 

イ 市町村実施分  ※（）は前年度数値  資料編６（p24） 

内容 実施市町村（前年度） 

広報誌 24 市町村（25 市町村） 

ＨＰ 14 市町村（14 市町村） 

出没マップ 8 市町村（10 市町村） 

注意看板設置 18 市町村（22 市町村） 

出没時広報（無線等） 32 市町村（34 市町村） 

 

②地域における保護管理対策の推進（農林業被害対策も含む）資料１（p1） 

実施内容：「地区ツキノワグマ保護管理協議会」における検討及び研修 

※実施時期等は１（１）に同じ 

③追払い対策の推進（農林業被害対策も含む）  

※例年、煙火消費保安講習会を実施しているが、平成 23 年度は、東日本大震災の影響

のため、社団法人日本煙火協会として全国的に講習会を実施しないこととなったもの。

講習の中止に伴い、本来 1 年である保安手帳の有効期限を 1 年延長している。 

 

 

２）農林業被害防除対策 

①鳥獣被害防止特措法の活用 資料７（p26） 

平成 23 年度計画策定市町村：７市町（盛岡市、一関市、金ヶ崎町、岩泉町、大槌町、

山田町、西和賀町）※ツキノワグマを対象とするもの。 

主な計画内容：環境整備（５市町）、誘因物除去（５市町）、追払い推進（５市町）、捕

獲体制整備（７市町）、対象鳥獣捕獲員（３市町）、電気柵設置（５市町）、普及啓発（７

市町）、地域協議会７市町）、捕獲計画（０市町） 
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＜平成 23 年度電気柵の設置状況＞ 資料６（p24） 

市町村名 設置数 備        考 

八 幡 平 市 ５基 市補助 

紫 波 町 ５基 町補助 

滝 沢 村 ７基 村補助 

花 巻 市 ５基 市補助 

遠 野 市 １２２基 市補助 

北 上 市 ２基 農林畜産業者購入 

西 和 賀 町 １基 農業公社事業 

奥 州 市 １基  

住 田 町  １１基  

大 槌 町 １３件 県・町補助 

山 田 町 ２基 協議会で導入 

岩 泉 町 ５６基 町補助 

久 慈 市 ３基 市補助 

野 田 村 ３基 村補助 

普 代 村 ３基 村補助 

計 ２３９基  

※１ 農家等が単独購入し、導入数が不明なものについては未計上。 

※２ 自然保護課集約では、これまでに県下に１，４３７基が導入。 

※３ Ｈ２２年度の設置は２５３基。 

 

②その他の取り組み 

盛岡市猪去地区における、地元自治会、岩手大学、猟友会、盛岡市の共同によるりん

ご園地周囲を中心とした環境整備の取り組みは H19 年度より継続。 

昨年度は、草刈り、電気柵の設置・撤去など現地作業を４回、防除対策会議を１回、

意見交換会を１回開催している。平成 21 年度からは盛岡市から地元自治会へ主体が移り

つつある。 

 

３）その他出没等に関する対策 

 ①交通事故防止等への協力依頼 

平成 23 年 8 月 18 日自第 258 号通知において、人身被害発生防止の普及啓発と併せて、

車両等との交通事故防止のため、路上等への侵入防止対策の検討等について関係機関に

協力を依頼。 

 

 ②市街地等の出没時対応の整理 

「市街地等出没時対応マニュアル」（参考版）を作成し、各市町村に配布（平成 23 年 

4 月 1 日自第 8 号により通知）。 

市街地等への出没対応を踏まえ、吹き矢麻酔及び麻酔銃等の活用について検討、危険

猟法許可を取得（平成 24 年 5 月 10 日付環地野許第 12510002 号）。 
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 ③出没状況等の把握 

   平成 23 年 6 月まで出没状況の取りまとめを県警に依頼していたが、震災対応による業

務の見直しにより、県警での取りまとめを行わないこととなったため、平成 23 年 7 月よ

り振興局を通じた情報収集体制とした。資料４-５（p22） 

 

５ モニタリング調査  

(１)捕獲記録  

対象  ：有害及び狩猟による捕獲個体 

  方法  ：捕獲実施者及び狩猟者からの報告票提出 

記録内容：捕獲日時、場所、体重、体長、性別、推定年齢、子連れの有無等 

結果  ：資料２-7（p8） 

 

(２)捕獲個体調査 

対象  ：有害捕獲等個体のうち 19 頭 

  方法    ：社）岩手県猟友会への委託契約により捕獲個体サンプルを収集し、岩手大学、

盛岡市動物公園及び岩手県環境保健研究センターにおいて分析を実施 

分析内容：微生物、寄生虫、薬剤耐性菌保有状況、年齢査定、脂肪蓄積量、繁殖状況等 

   結果  ：資料８(p27) ※別途報告 

 

(３)ブナ堅果の豊凶調査   

対象  ：北奥羽地域の９地点 

※計画は 12 地点だが岩手宮城内陸地震等による林道崩壊や工事等の影響により減少 

方法  ：岩手県森林整備協同組合との委託契約により、９月～11 月にかけてシードト

ラップ法により実施 

結果  ：凶作 資料９ ※別途報告 

※「ツキノワグマの出没に関する注意報」発令の判断基準とするため実施しているもの 

 

(４)広葉樹等堅果類豊凶状況等調査  

  対象  ：県全域の広葉樹 

  方法  ：県農林水産部森林整備課に依頼し、振興局等林務職員による目視調査または

市町村職員等への聴き取り調査により実施。 

  結果  ：資料 10(p31) 

  ※ブナ堅果豊凶調査の補完調査として実施しているもの。 
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(５)ツキノワグマ生息数調査 

１）ヘア・トラップ調査 

対象  ：北上高地南部地域（下見調査） 

方法  ：震災のため予定していた調査を中止。調査地の下見のみ実施 

※次期計画策定のため、平成 21 年度から実施しているもの。平成 21 年度は北奥羽地域、

平成 22 年度は北上高地北部において実施。 

 

(６)被害情報の収集 

１）人身被害（資料４-1(p17)  

 被害場所の日時・場所、被害者の年齢・性別、被害発生の状況、負傷の程度、防除用

具の所持等について情報収集。 

 

２）農林業被害（資料５(p23)  

農業振興課において、作物別の被害面積や被害額の情報を収集。 

 

６ 隣接県との調整 

 開催時期：H24.2.9 

開催場所：青森県 

協議内容：北奥羽地域個体群における保護管理状況等 

   ※平成 21 年度から青森県も参加し、情報交換を行っている。 
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各委員からの報告 

 

 

 

 

１ ツキノワグマ個体調査結果について（辻本委員） 資料８(p27) 

 

２ ブナ豊凶調査結果について（岡委員）      資料９ 

 

３ ツキノワグマ生息数調査について（山内主任専門研究員）別途資料 
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Ⅱ 平成 24 年度ツキノワグマ保護管理施策の取組みについて（案） 

 

１ 保護管理計画の推進 

（１）平成 24 年度ツキノワグマ保護管理検討委員会 

  第１回 

 開催時期：平成 24 年６月 12 日 

 開催場所：岩手県民会館 第 2 会議室  

 協議内容：平成 23 年度の取り組み状況、平成 24 年度の取り組み計画及び捕獲上限数、 

第３次ツキノワグマ保護管理計画期間の素案について等 

  第２回 

  開催時期：平成 25 年 1 月ころ 

  協議内容：第３次ツキノワグマ保護管理計画について 

 ※次期計画策定のため、年２回の開催を予定しているもの。 

 

（２）地区ツキノワグマ保護管理協議会の開催資料１（p1） 

開催予定時期：振興局に一任 

開催予定地区：11 地区（広域振興局等の区域毎） 

協議予定内容 

（任意協議事項）地域実状を踏まえた具体的な取り組み、課題等について。  

（必須協議事項）地域における出没多発地区とその侵入ルートの検証や対策等につ

いて。 

 

２ 個体数管理 

地域個体群毎に捕獲上限数を設定のうえ管理。 

平成 24 年度における上限数については、当委員会における協議を経て決定。 

資料 14  

 

３ 生息環境整備 

（１）天然性林の保全・管理 

ツキノワグマの餌にもなるコナラ等の広葉樹の整備を促進するため、造林や育成天

然林整備に対し支援を行う。 

 

（２）民有林緑の回廊の設定  

 奥羽山脈緑の回廊に連続する「民有林緑の回廊」平成 17 年度までに設定したこと

から、区域内の植生変化を定期的に調査する。（H18 年度から 5 年ごとに調査） 

 

（３）その他（いわての森林づくり県民税の活用）  

 引き続き「いわての森林づくり県民税」を活用し、森林環境の保全のため、全県でい

わて環境の森整備事業（混交林誘導伐）を実施する。 
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４ 被害防除対策 

（１）「ツキノワグマの出没に関する注意報」の発令 

平成 23 年度ブナ堅果豊凶調査では概ね凶作であったことから平成 24 年度の大量出没

は想定されないため、注意報の発令は行っていない。 

（２）人身被害の回避 

市街地や里地への出没が相次いでいることも踏まえ、市街地等出没時の対応等につい

て市町村はじめ関係機関との協力体制の充実を図る。 

 

１）普及啓発の強化 

 より広い周知を可能とするため、広報の強化に努める。 

①通知：３回以上／年 

②広報：随時（テレビ、ラジオ、リーフレット、HP ほか） 

＜実施済み分＞ 

 

２）情報収集、分析と提供 

   ※５ モニタリング調査 参照 

 

（３）農林業被害の防除 

平成 24 年５月現在、13 市町※１において鳥獣被害防止特措法に基づく「被害防止計

画」が作成されている。被害防止計画を作成した市町村において、国庫事業及び県単

事業を活用した有害鳥獣捕獲の機材導入、侵入防止柵設置などの被害防止対策を実施

し、そのうち２市町※２では、有害鳥獣の捕獲や追払いなどを行う「鳥獣被害対策実施

隊」を設置しているが、依然としてツキノワグマをはじめとする鳥獣による農作物被

害が発生している。 

※１ 盛岡市、大船渡市、北上市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、西和賀町、金ケ

崎町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町（計画の対象鳥獣にクマを含まない市町村を

含む） 

※２ 岩泉町、一関市 

  このため、対策に係る先行的な実施事例の紹介や対策事業制度等の周知・啓発など

により、市町村における被害防止計画の作成や鳥獣被害対策実施隊の設置を促進する

とともに、国庫事業等を活用した被害防止対策の実施を支援する。 

実施時期 注意喚起依頼先等 主な対象 

H24.5.8 
各市町村、農林水産部、県警、振

興局 

主として山菜取り、行楽目的等

の入山者、農業従事者 

H24.5 月～6 月 リーフレット 3,000 部 
振興局を通じて配付、ホームセ

ンター、アウトドアショップ等

H24.5.22 IBC ラジオ  県民  

H24.6.1 いわてグラフインフォメーション 県民  

H24.6.15 ＦＭいわて（予定） 県民 

H24.7.27 ＦＭいわて（予定） 県民 

随時 HP 県内外 
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また、「岩手県鳥獣被害防止対策連絡会」において、被害防除、野生鳥獣の保護管理

に携わる関係者が連携し、被害状況や防止対策に係る情報を共有し、地域が行う被害

防止に向けた取組の支援に資する。 

ツキノワグマについては、農業改良普及センターが中心となり、農業者に対して効

果的な電気柵の設置指導を行っているが、今年度は、宮古農業改良普及センター岩泉

普及サブセンターにおいて、フェンシングワイヤー（ワイヤーの張り方等を改善）に

よる飼料畑へのツキノワグマ侵入防止効果を検証・普及する実証圃を設置する予定。 

 

（４）出没全般への対策 

１）地域における保護管理対策の推進 

地区協議会において、地域特性を踏まえた出没対策を推進する。 

地域における出没多発地区とその侵入ルートの検証及び対策については必須検討事

項とすることとしている。 

２）追い払い対策の推進 

  追い払いによる防除の原則を踏まえ、鳥獣駆逐用煙火等による追払い対策を    

推進する。 

その効果検証も引き続き実施し、農林水産部等被害防除所管部局と連携のうえ、よ

り効果的な使用方法についての情報収集並びに提供を図る。 

 煙火消費保安講習会 

日時：平成 24 年 9 月 29 日を予定 

 

５ モニタリング調査 

（１）捕獲記録 

対象  ：有害及び狩猟による捕獲個体 

  方法  ：捕獲実施者及び狩猟者からの報告票提出 

記録内容：捕獲日時、場所、体重、体長、性別、推定年齢、子連れの有無等 

 

（２）捕獲個体調査 

対象  ：有害捕獲個体のうち 10 頭 

  方法    ：社）岩手県猟友会への委託契約により捕獲個体サンプルを収集し、岩手大

学、盛岡市動物公園及び岩手県環境保健研究センターにおいて分析を実施 

分析内容：微生物、重金属、薬剤耐性菌保有状況、年齢査定、脂肪蓄積、繁殖状況等 

 

（３）ブナ堅果等の豊凶調査 

  対象  ：北奥羽地域個体群の 12 地点 

※地震等による林道崩壊や工事等の影響により減少の可能性あり 

方法  ：岩手県森林整備協同組合との委託契約により、９月～11 月にかけてシード

トラップ法により実施 
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（４）広葉樹等堅果類豊凶状況等調査 

  対象  ：県全域の広葉樹 

  方法  ：県農林水産部森林整備課に依頼し、振興局等林務職員による目視調査また

は市町村職員等への聴き取り調査により実施。 

    ※本調査の精度を上げるため、定点における着花状況及び堅果類の結実状況等につ

いて自然保護課による試行調査を実施。 

 

（５）ツキノワグマ生息数調査（ヘア・トラップ調査） 資料12（p33） 

１）ヘア・トラップ調査 

対象  ：北上高地南部 

方法  ：6～8 月にかけて 168 基のヘア・トラップを設置し、4 回のサンプル採集お

よび分析を実施。 

※震災により、平成23年度は下見調査のみ実施し本調査は今年度に延期したもの。 

全県における生息頭数の推計は、平成24年度調査終了後に確定。 

 

事業計画 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 

ＨＴ調査（北奥羽山系）      

ＨＴ調査（北上山系北部）      

観察調査・生息分布調査 

（全県） 

     

ＨＴ調査（北上山系南部）      

第３次ツキノワグマ 

保護管理計画 

     

 

（６）被害情報の収集と情報提供 

１）人身被害 

発生日時・場所、被害者の年齢・性別、被害発生の状況、負傷の程度、防除用具の 

所持、発生場所の環境や状況等について情報を収集。引き続き自然保護課ホームペー

ジ上に公開し、情報を発信。 

２）農林業被害 

農作物別の被害面積や被害額の情報を収集。 

 

６ 隣接県との調整 

（１）東北３県における情報交換 

 開催時期：H25.1 月（予定） 

開催場所：秋田県  

協議内容：北奥羽地域個体群における保護管理状況等 

（２）その他隣接県との情報交換 

北上高地地域個体群についても遺伝子解析情報等の相互提供を行っていく。 

 

これらの調

査を総合的

に勘案し、

生息数を推

定（Ｈ24） 

北部  

南部  

計画作成  施行  

計画作成  
準備  

調査箇所  
選定  
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平成 24 年度ツキノワグマ捕獲上限数について 資料 14（p38） 

 

 

 

 平成 23 年度の捕獲上限数は 159 頭（北上高地地域個体群 126 頭、北奥羽地域個体群 33

頭）であったが、捕獲実績は 169 頭（北上高地地域個体群 92 頭（うち放獣 0 頭）、北奥羽

地域個体群 77 頭（うち放獣 11 頭））となった。 

  

 個体数管理を行うため、岩手県環境保健研究センターの捕獲上限数算定結果に基づき、

平成 24 年度における捕獲上限数を２３７頭（北上高地地域個体群１２９頭、北奥羽地域個

体群１０８頭）とする。また、捕獲上限を決定するための個体数は、北奥羽については平

成 21 年度に実施したヘア・トラップ調査に基づくものとし、北上高地については北上高地

南部において調査が未実施であることから、従来の個体数推計に基づくものとする。 

 

（単位：頭） 

区 分 
平成２３年度 平成 24 年度 

捕獲上限数 a 捕獲実績 b 差 c=a-b 捕獲上限数 

北 上 高 地 1２６ ９２    ３４ １２９ 

北 奥 羽 ３３ ７７ ▲４４ １０８ 

計 １５９ １６９ ▲１０ ２３７ 

※ 捕獲実績には、放獣を含む。 

※ 上記以外に交通事故等２頭（北奥羽２）。 

※ 捕獲上限数の算定には、交通事故等を加味 
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協議会名
（振興局等名）

取　　組　　み　　事　　項 開催日 地区協議会で抽出された意見、課題等（地区協議会報告書より）

盛岡地区
（盛岡）

①平成23年度ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ捕獲状況等について
②平成23年度ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏによる人身被害の状況等について
③市街地への出没等の対策について
④その他

H24.3.9

○広報誌等での人身被害防止注意喚起を各市町村へ依頼
○ヘア・トラップ調査結果（生息頭数）について、来年度当該協議会
にて（公表できる段階であれば）お知らせすることとした。

花巻地区
（花巻）

北上地区
（花巻）

遠野地区
（花巻）

胆江地区
（県南）

①胆江地区ツキノワグマ保護管理協議会要綱の一部改正について
②平成23年度有害鳥獣捕獲等の状況について
③ツキノワグマ被害状況及び対策について
④その他
【研修会】
　演題：『クマ対策と地域の再生』
　講師：㈱野生動物保護管理事務所　代表取締役　羽澄俊裕氏

H24.3.26

○クマの出没地点マップをさらに整備することで各地域でのクマの
行動を把握するべき。
○狩猟者の高齢化や銃の所持規制が厳しくなっているので、狩猟専
門で生活できるような体制を作るべき。
○夜間発砲を認めてほしい。

一関地区
（一関）

①出没・捕獲状況等について
②有害捕獲市町村関連資料について
③管内で実施されている追払い等の取り組みについて
④地域の課題
⑤その他

H23.6.30

○蘭梅山は市街地に近く、尾根沿いに山林が繋がっており出没が
多発。
○遺跡の価値保全のため、大規模な被害対策が取りにくい地域も
ある。
○クマに対する経験則などが生活の変化により伝承されなくなった。
○猟友会等に対して「すぐに駆除してもらえる」と過剰に期待されて
いる。
○生息調査・個体調査の結果が調査者に還元されず、モチベーショ
ンが上がらない。
○観光客等に対する周知方法を考える必要がある。

気仙地区
（大船渡）

①平成23年度出没・捕獲状況等について
②協議事項
　主要な出没多発地区、出没要因、侵入ルート等の検証及び対策
　出没時対応の課題
　被害防止における各機関の役割分担、連絡体制
　地域におけるクマ保護管理の課題

H24.3.2

○民家の裏山から繁みを通り家庭菜園等に出没する。
○有効な追払い手段がない。轟音玉はクマの鼻先に落ちないと効
果がない。斜面に向かって投げるので遠くへ飛ばない。講習が負
担。
○誘引要因がないにも関わらず、人家周辺への出没が増えている。
人への警戒心が薄れているのではないか。
○夜間の交通事故等対応のため、吹き矢が使える方が対応できる
ようにしてほしい。

釜石地区
（釜石）

①今年度のツキノワグマ関連情報の提供
　ツキノワグマ捕獲状況等について
　ツキノワグマの人身被害等について
②協議事項
　主要な出没多発地区、出没要因、侵入ルート等の検証及び対策
　出没時対応の課題　被害防止における各機関の役割分担、連絡体
制
　地域におけるクマ保護管理の課題

H24.3.13

○仮設住宅のゴミに誘引されている。ゴミの管理をしっかりやるべ
き。
○住居と山が隣接しているため散在する民家へ出没する。自営農
家の米ぬかによく来る。
○保護区等を見直す必要がある。
○昔に比べて撃たなくなったので、クマが人になれてしまったのでは
ないか。

宮古地区
（宮古）

①ツキノワグマの捕獲状況について
②ツキノワグマによる農業被害状況の調査結果について
③平成23年度の取り組み状況について
④平成24年度の取組事項（案）について
⑤その他参考事項

H24.2.28

○電気牧柵の高さは60cmで十分だが、農家はジャンプを恐れて高く
設置しようとする。
　→電気牧柵等を設置したら、監視カメラ等により効果の検証を行う
べき。
○保護よりも管理に重点を置き、捕獲圧を高めそもそもの数を減ら
すべき。
○わな猟の免許を持つ会員が少ない。わなを設置してもなかなかク
マがかからない。
○県からの許可が下りなかった場合、その理由を農家に説明するの
に苦慮。
○農家の高齢化などにより労力のかかる電気柵の設置はしにくい。
○クマ被害現地調査の時に許可前だと銃が携帯できない。
　→振興局の口頭許可や場合によっては市町村許可が可能。

久慈地区
（久慈）

開催なし

二戸地区
（二戸）

①.平成23年度クマ出没状況及び被害発生状況について
②クマによる農業被害対策について
　主要な出没多発地区、考えられる要因、検証及び対策
　出没時対応の課題
　その他保護管理に係る課題
③二戸地区ツキノワグマ保護管理協議会役員等について
④その他（シカ目撃情報の提供依頼について）

H24.3.9

○山際のデントコーン畑に被害が多い。
○捕獲従事者の減少・高齢化により従事者の負担が大きい。また、
この傾向が改善される見込みがない。
○被害者が自ら対策を講じるより、有害捕獲に期待している。

平成23年度各地区ツキノワグマ保護管理協議会の取組み状況

①平成23年度取組み状況について
②平成24年度取組み事項について
③その他（来年度以降の協議会体制について）
【研修会】
　演題：『クマ類の生態と個体数推定法について』
　講師：岩手県環境保健研究センター
　　　　　　　　主任専門研究員　山内貴義　氏

○轟音玉は使用するうちにクマが慣れてしまい、効果が薄い
○来年度から地区協議会を統合。放獣等の管理区域は現状の通
り。

H24.3.6
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（単位：頭）

計 捕殺 非捕殺 計 捕殺 非捕殺 計 捕殺 非捕殺 計 捕殺 非捕殺 計 捕殺 非捕殺 計 捕殺 非捕殺

北海道 339 339 0 445 444 1 348 346 2 603 601 2 543 540 3 715 713 2

青森 110 109 1 53 53 0 47 47 0 62 61 1 66 66 0 54 54 0

岩手 241 219 22 86 84 2 88 86 2 144 127 17 161 149 12 103 92 11

宮城 211 200 11 19 19 0 46 46 0 36 35 1 75 73 2 23 23 0

秋田 316 312 4 74 74 0 46 46 0 200 200 0 243 242 1 217 216 1

山形 689 688 1 85 81 4 144 137 7 105 102 3 221 208 13 107 102 5

福島 439 434 5 85 85 0 111 111 0 64 64 0 302 298 4 55 52 3

栃木 93 81 12 44 36 8 30 24 6 17 11 6 55 50 5 39 34 5

群馬 333 327 6 89 82 7 88 75 13 78 70 8 224 197 27 58 57 1

埼玉 36 34 2 5 5 0 6 6 0 7 7 0 11 11 0 12 12 0

東京 2 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0

神奈川 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0

新潟 504 489 15 18 15 3 112 106 6 64 64 0 432 420 12 51 49 2

富山 169 146 23 23 20 3 39 37 2 15 15 0 203 186 17 16 16 0

石川 89 83 6 12 11 1 39 38 1 18 18 0 78 75 3 10 10 0

福井 247 101 146 4 1 3 7 4 3 5 5 0 154 63 91 5 4 1

山梨 96 95 1 22 21 1 30 29 1 22 21 1 38 28 10 14 10 4

長野 704 558 131 217 156 61 153 120 33 158 97 61 430 357 73 198 127 71

岐阜 246 220 26 64 58 6 34 30 4 46 46 0 240 222 18 57 56 1

静岡 26 24 2 19 19 0 17 17 0 17 16 1 19 18 1 19 19 0

愛知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9 5 4 0 0 0

三重 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

滋賀 31 6 25 5 1 4 1 0 1 3 0 3 30 9 21 7 0 7

京都 21 4 17 4 3 1 23 8 15 7 4 3 118 54 64 11 4 7

大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

兵庫 25 4 21 5 3 2 12 3 9 4 2 2 101 69 32 6 2 4

奈良 0 0 0 1 0 1 2 0 2 2 0 2 7 0 7 4 0 4

和歌山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳥取 27 25 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 80 40 40 0 0 0

島根 28 28 0 4 4 0 17 13 4 2 1 1 65 49 16 3 2 1

岡山 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広島 157 147 10 6 5 1 42 38 4 2 2 0 99 97 2 14 12 2

山口 5 4 1 0 0 0 4 1 3 1 0 1 33 22 11 0 0 0

徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 5,185 4,679 506 1,393 1,283 110 1,493 1,370 123 1,684 1,570 114 4,046 3,550 496 1,798 1,666 132

【　再　掲　】

計 捕殺 非捕殺 計 捕殺 非捕殺 計 捕殺 非捕殺 計 捕殺 非捕殺 計 捕殺 非捕殺 計 捕殺 非捕殺

ツキノワグマ 4,846 4,340 506 948 839 109 1,145 1,024 121 1,081 969 112 3,503 3,010 493 1,083 953 130

ヒグマ 339 339 0 445 444 1 348 346 2 603 601 2 543 540 3 715 713 2

H２３年度におけるクマ類の捕獲数（許可捕獲数）について　［速報値］

Ｈ２１年度

※１．数値は、許可捕獲（有害捕獲及び特定計画による数の調整）による捕獲数を都道府県等から聞き取った速報値。
　２．茨城、千葉、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の各県については、近年のクマ
　　　の目撃・捕獲実績がない。

Ｈ１９年度

Ｈ１９年度

都道
府県

Ｈ１８年度

種　類
Ｈ１８年度

Ｈ２０年度

Ｈ２０年度

Ｈ２３年度(3月末暫定値)

Ｈ２３年度(3月末暫定値)

Ｈ２１年度 Ｈ２２年度

Ｈ２２年度
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ツキノワグマによる人身被害発生状況（平成5～平成23年度） ※自然保護課HPに掲載

１　年度別発生状況
（１）全体

年度【件数】 集計
H5 10
H6 7
H7 10
H8 5
H9 9
H10 6
H11 18
H12 8
H13 22
H14 9
H15 11
H16 10
H17 16
H18 15
H19 7
H20 9
H21 14
H22 14
総計 200

注）北奥羽地域（馬渕川（平糠川）及び北上川より以西
（２）地域別（地域不明の1件は除く） 　　北上高地地域（　　　　　　　　　〃　　　　以東）

地域
年度【件数） 奥羽 北上
H5 4 4
H6 1 6
H7 2 8
H8 0 5
H9 2 7
H10 3 3
H11 4 14
H12 3 5
H13 11 11
H14 0 9
H15 5 7
H16 5 5
H17 7 9
H18 5 10
H19 1 6
H20 5 4
H21 4 10
H22 6 8
H23 9 7
総計 73 134
％ 35% 65%

（３）場所別（場所不明の3件は除く）
山 里

H5 4 4
H6 6 1
H7 9 1
H8 4 1
H9 7 2
H10 6 0
H11 14 4
H12 5 2
H13 13 9
H14 6 3
H15 9 2
H16 9 1
H17 15 1
H18 10 5
H19 5 2
H20 4 5
H21 9 5
H22 9 5
H2３ 10 6
総計 150 55
％ 73% 27%

※里地では犬の散歩中の受害が3件発生。

S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

人数 3 1 1 3 1 5 7 14 7 6 7 4 4 5 12 7 11 5 9 7 18 8 24 9 11 11 17 16 7 10 15 14 18

件数 2 1 1 3 1 5 7 10 6 6 6 4 4 5 10 7 10 5 9 6 18 8 22 9 11 10 16 15 7 9 14 14 16

0

5

10

15

20

25

30

S54～H23 年度別発生件数

0

2

4

6

8

10

12

14

16

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

件 年度別件数（地域） 奥羽

北上

奥羽
35%

北上
65%

地域別発生割合

0

2

4

6

8

10

12

14

16

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H2３

件 年度別件数（場所）
山

里

山
73%

里
27%

場所別発生割合
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（４）状況別（状況不明の4件は除く） （５）時間帯別（時間帯不明の3件は除く）

※犬の散歩中は日常生活に分類。

（６）年代別 （７）性別（不明４件を除く）

（８）予防対策有無別

※複数で入山しても受害時には単独で行動していたケースもあり。

0 20 40 60 80 100 120

その他作業

中

レジャー

山林作業中

日常生活

農作業中

状況別発生割合

0 20 40 60 80 100

朝4時～午前10時

午前10時～午後4時

午後4時～午後7時

午後7時～朝4時

時間帯別発生割合

0 10 20 30 40 50 60 70

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０代

８０代

不明

年代別発生割合

女性
17%

男性
83%

性別発生割合

不明
50%

予防策なし
39%

予防策有り
11%

予防策の有無



（単位：件、人）

件数
被害
人数

件数
被害
人数

件数
被害
人数

件数
被害
人数

件数
被害
人数

件数
被害
人数

北海道 4 (5) 3 (3) 3 (3) 2 (2) 3 (3) 2 (3)

青森 8 (8) 1 (1) 2 (2) 4 (4) 4 (4) 5 (5)

岩手 15 (16) 7 (7) 9 (10) 14 (15) 14 (14) 16 (18)

宮城 5 (5) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 3 (3) 3 (3)

秋田 15 (16) 7 (8) 4 (4) 8 (9) 10 (10) 17 (20)

山形 5 (5) 3 (3) 1 (2) 2 (2) 10 (11) 4 (4)

福島 11 (11) 3 (4) 5 (5) 5 (5) 10 (10) 3 (4)

栃木 2 (2) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 1 (1)

群馬 7 (7) 4 (5) 1 (1) 2 (2) 9 (9) 1 (1)

埼玉 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1)

東京 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0)

神奈川 0 (0) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0)

新潟 11 (11) 1 (1) 3 (3) 1 (1) 10 (11) 2 (3)

富山 9 (9) 0 (0) 4 (5) 0 (0) 9 (10) 1 (1)

石川 4 (4) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 5 (5) 0 (0)

福井 10 (10) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 7 (8) 0 (0)

山梨 4 (4) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 3 (3) 4 (4)

長野 16 (18) 3 (3) 12 (12) 5 (6) 14 (14) 0 (7)

岐阜 6 (6) 6 (6) 1 (1) 1 (10) 5 (5) 0 (0)

静岡 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

愛知 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

三重 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

滋賀 3 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (5) 0 (0)

京都 4 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (7) 0 (0)

大阪 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

兵庫 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 5 (5) 2 (2)

奈良 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

和歌山 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

鳥取 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0)

島根 2 (2) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 3 (3) 2 (2)

岡山 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

広島 0 (0) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 4 (4) 2 (2)

山口 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0)

徳島 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

計 144 (150) 47 (50) 52 (55) 52 (64) 145 (150) 66 (81)

【　再　掲　】

件数
被害
人数

件数
被害
人数

件数
被害
人数

件数
被害
人数

件数
被害
人数

件数
被害
人数

ツキノワグマ 140 145 44 (47) 49 (52) 50 (62) 142 (147) 64 (78)

ヒ　グ　マ 4 (5) 3 (3) 3 (3) 2 (2) 3 (3) 2 (3)

Ｈ２1年度

Ｈ２２年度

Ｈ２２年度

Ｈ２３年度におけるクマ類による人身被害について　［速報値］

※１．数値は、都道府県から聞き取った速報値。

　２．茨城、千葉、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の各県については、近年の
　　　クマの目撃・捕獲実績がない。

Ｈ２０年度

Ｈ２０年度

Ｈ１９年度

Ｈ１９年度

都道
府県

Ｈ１８年度

種　類

Ｈ１８年度

Ｈ２３年度(3月末暫定値)

Ｈ２３年度(3月末暫定値)

Ｈ２1年度
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ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
出
没
状
況
推
移

単
位

：
件

１
～

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０

月
１

１
月

１
２

月
計

平
成

２
４

年
9

7
9

平
成

２
３

年
3

1
4

4
6

8
8

2
2
7

3
9
8

1
3
1

7
2

5
9

8
1
,0

4
6

平
成

２
２

年
4

1
4

7
6

1
1
7

1
3
6

1
1
2

3
6

1
9

1
3

5
5
3
2

平
成

２
１

年
1

2
0

5
0

5
0

6
4

6
5

2
3

1
0

8
0

2
9
1

平
成

２
０

年
4

1
7

9
4

5
4

6
6

7
8

2
2

1
1

7
2

3
5
5

平
成

１
９

年
7

1
4

5
0

6
0

5
9

1
0
5

3
0

8
8

4
3
4
5

平
成

１
８

年
7

1
4

3
8

9
1

1
2
6

1
5
8

8
2

5
2

1
4

3
5
8
5

平
成

１
７

年
3

1
0

3
0

6
2

6
6

5
6

2
1

6
5

1
2
6
0

平
成

１
６

年
1

6
3
0

6
0

1
0
7

6
5

9
1
2

3
4

2
9
7

平
成

１
５

年
5

1
1

3
1

3
8

6
9

8
3

2
0

2
3

1
1

1
2
9
2

平
均

値
4

1
3

4
9

6
9

1
0
2

1
2
4

4
2

2
4

1
4

3
3
7
0

※
平

成
2
3
年

7
月

分
か

ら
調

査
方

法
が

変
更

し
て

い
ま

す
。

　
　

平
成

2
3
年

6
月

分
ま

で
　

：
　

岩
手

県
警

察
本

部
調

べ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
各

派
出

所
に

寄
せ

ら
れ

た
情

報
を

も
と

に
集

計
）

　
　

平
成

2
3
年

7
月

分
以

降
　

：
　

岩
手

県
環

境
生

活
部

自
然

保
護

課
調

べ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
各

市
町

村
に

寄
せ

ら
れ

た
情

報
を

も
と

に
集

計
）

0

1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0 １

～
３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

件

＊
平

成
2
3
年

６
月

分
ま

で
：

岩
手

県
県

警
本

部
調

べ

平
成

2
3
年

７
月

分
か

ら
：

岩
手

県
環

境
生

活
部

自
然

保
護

課
調

べ

ツ
キ

ノ
ワ

グ
マ

出
没

状
況

月
別

推
移

平
成

２
４

年

平
成

２
３

年

平
成

２
２

年

平
成

２
１

年

平
成

２
０

年

平
成

１
９

年

平
成

１
８

年

平
成

１
７

年

平
成

１
６

年

平
成

１
５

年

平
成

2
3
年

７
月

分
か

ら
調

査
方

法
が

変
わ

っ
て

い
ま

す
。
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野
生
動
物
と
の
共
生
推
進
事
業
（
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
生
息
数
調
査
事
業
）
 
 

 

 

１
 
事
業
目
的
 

 
 
現
状
に
お
け
る
下
記
問
題
点
の
解
消
を
図
る
た
め
行
う
も
の
。
 

（
１
）
 
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
よ
る
人
身
被
害
や
農
作
物
被
害
が
あ
と
を
絶
た
ず
、
被
害
が
軽
減
し
な
い
一
方
で
、
推
定
生
息
数
が
過
小
評
価
と
な
っ
て
い
る
こ
と

。

（
２
）
 
こ
れ
を
基
に
算
定
す
る
捕
獲
上
限
数
が
少
な
く
、
北
奥
羽
山
系
の
狩
猟
自
粛
要
請
を
行
う
な
ど
生
息
数
を
抑
制
し
て
い

る
こ
と
。
 

（
３
）
 
第
３
次
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
保
護
管
理
計
画
（
計
画
期
間
５
年
、
平
成

2
5
～
2
8
年
度
）
を
策
定
す
る
要
件
と
し
て
、
よ
り
正
確
な
生
息
数
の
推
定
が
欠
か

せ
な
い
こ
と
。
 

 ２
 
生
息
調
査
の
基
本
 

区
分

ヘ
ア
・
ト
ラ
ッ
プ
調
査
 

観
察
調
査
 

生
息
分
布
調
査
 

説
明
 

５
個
／
区
画
（

5ｋ
ｍ
四
方
）
の
ト
ラ
ッ
プ
を
設
置
。
設
置
１
回
、
回
収

３
回
。
２
人
１
組
（
設
置
時
の
み
３
人
）
 

踏
査

に
よ

る
区

画
内

全
域

の

観
察
調
査
（
猟
友
会
員
）
 

生
息
状
況
の
把
握
（
猟
友
会
員

か
ら
の
聞
き
取
り
）
 

 ３
 
ヘ
ア
・
ト
ラ
ッ
プ
調
査
と
は
 

 
 
有
刺
鉄
線
を
利
用
し
た
ト
ラ
ッ
プ
（
約

5
ｍ
四
方
）
で
ク
マ
の
毛
を
採
取
し
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
の
う
え
、
 

ト
ラ
ッ
プ
を
利
用
し
た
個
体
数
の
識
別
に
よ
り
、
区
画
内
に
お
け
る
最
低
生
息
頭
数
を
把
握
す
る
。
 

    ４
 
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
の
位
置
付
け
 

          

 

ヘ
ア
・
ト
ラ
ッ
プ
調
査
区
画
図
 

北
奥
羽
山
系
 

総
区

画
数

：
2
8
9
区

画
 

う
ち
調
査
可
能
：
1
5
4
区
画
 

う
ち
調
査
：
2
0
区
画
（

1
3
％
）
 

北
上
高
地
（
北
部
）
 

総
区

画
数

：
2
5
1
区

画
 

う
ち
調
査
可
能
：
1
3
3
区
画
 

う
ち
調
査
：
2
0
区
画
（

1
5
％
）
 

北
上
高
地
（
南
部
）
 

総
区

画
数

：
2
3
0
区

画
 

う
ち
調
査
可
能
：
1
2
2
区
画
 

う
ち
調
査
：
2
0
区
画
（

1
6
％
）
 

ヘ
ア
・
ト
ラ
ッ
プ
調
査
 

 

区
画
内
の
生
息
密
度
を
把
握
 

（
H
2
1
～

2
4
）
 

観
察
調
査
 

総
区
画
数
の

3
0
％
に
つ
い
て

区
画
内
全
域
の
観
察
 

（
H
2
2
）
 

生
息
分
布
調
査
 

全
県
の
生
息
状
況
を
聞
き
取

り
に
よ
り
把
握
 

（
H
2
2
）
 

比
較
 

同
時
実
施
 

全
県

へ

の
引

き

延
ば
し
 

生
息
数
の
推
定
 

第
３
次
保
護
管
理
計
画
策
定
 

５
k
m
四

方
メ

ッ
シ

ュ
 

リ
ン

ゴ

ポ
ー

ル
有

刺
鉄

線

行
程
表
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